
令和７年度ＯＴＡと連携した観光プロモーション業務 仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和７年度ＯＴＡと連携した観光プロモーション業務 

 

２ 業務の目的 

観光分野における地域間競争が激化する中、大阪・関西万博と瀬戸内国際芸術祭が開催される

2025年以降を見据えた、香川県への訪問と滞在を目的とした観光プロモーションが必要となってい

る。 

そこで、発信力の強いオンライントラベルエージェント（以下「ＯＴＡ」という。）と連携し、

体験型・周遊型コンテンツの造成・販売や、ＯＴＡが保有する旅行データを活用した情報発信等を

行うことで、香川県への一層の誘客促進に取り組むものである。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和８年３月６日（金）まで 

 

４ 業務内容 

(１)体験型・周遊型コンテンツの造成・販売 

大阪・関西万博や万博終了後の旅行需要（インバウンド旅行需要を含む。）を想定した付加

価値の高い体験型コンテンツや、滞在時間延長を図るため、コンテンツを組み合わせるなど

の周遊型コンテンツを造成・販売すること。 

① 造成・販売数 

県内の地域バランスに配慮しながら、計 10コンテンツ以上造成すること。ただし、周遊型

については、７コンテンツ以上造成すること。 

② 造成期限 

契約締結後から開始し、令和７年 11月末を目途に完了すること。 

③ 販売経路 

①で造成した体験型・周遊型コンテンツについて、販売経路を確保すること。なお、主たる

販売経路はＯＴＡとし、ＯＴＡサイトにおける特集ページへの掲載など当該販売に要する費用

は委託料に含むこと。 

④ その他 

1)  関連事業者に専門家を派遣し、魅力向上に対するアドバイスを実施し、消費拡大を図る

こと。 

2) 協会が指定する専門家と連携すること。なお、周遊型コンテンツの造成にあたって、必要

があれば、交通関連事業者とも連携すること。 

  

(２)プロモーションの実施 

(１)で造成を行った体験型・周遊型コンテンツについては、ＯＴＡサイト内で特設ＷＥＢ

ページを構築し、より多くの販売につながるよう効果的なプロモーションの提案を行うこ

と。 

① 特設ＷＥＢページの構築 



1) ＯＴＡサイト内に予約・決済が可能な特設ＷＥＢページを構築し、造成した体験型・周

遊型コンテンツの掲載及び販売を行うこと。 

   2) 特設ＷＥＢページの構築・運営にかかる一切の費用の支払いを行うこと。 

3) 本県以外の他地域のキャンペーンに埋没しないよう、特設ＷＥＢページへの遷移をより

多く確保し、多くの利用者を本ページに誘導できるよう工夫すること。 

② ＳＮＳ広告等によるプロモーション 

効果的なプロモーション（ターゲティング広告、メールマガジン、ＳＮＳ広告など）を提

案すること。 

 

(３)割引キャンペーン業務 

県外からの誘客促進を目的に、宿泊費などの割引キャンペーンを実施する。 

  ① 割引原資 

    割引キャンペーンの原資は 3,000,000円を限度とする。 

  ② 割引キャンペーン実施方法 

   以下の点に留意し、実施すること。なお、割引対象施設及び対象者については、契約後、

公益社団法人香川県観光協会（以下、「協会」という。）と協議し、決定する。ただし、香

川県在住者は対象としない。 

  ＜キャンペーン実施時期＞ 

   複数回に分けて実施すること。なお、そのうち１回は閑散期に実施すること。 

  ＜割引額＞ 

   契約後、協会と協議し、宿泊費等に応じた割引額を設定すること。 

  ＜具体的な割引方法＞ 

   A）ＯＴＡデータを活用し、閑散期などに効果的な誘客促進を行う仕組みとすること。 

   B）他のクーポンとの併用は不可とし、その旨を利用者に周知すること。 

 

(４)来訪計測、計測データの整理・分析 

(２)で実施するプロモーションの効果計測に加え、次の内容を計測し、来訪計測・計測デ

ータの整理・分析について提案を行うこと。 

① 宿泊地域ごとの予約者数及び金額（各市町又はエリア別、月別） 

② 宿泊地域ごとの宿泊予約者の性別、年齢層、居住地、形態（カップル、女性、グループ、

子連れなど）等の実績 

③ （３）で実施するキャンペーンの効果計測 

 

 (５)定期報告の実施 

    受託者は、指定された期間（毎月、四半期ごとなど）に事業の進捗について、定期的な報

告を行うこと。また、プロモーション開始後の PV数を報告書にまとめること。 



(６)実施スケジュール 

次に示す表を目安とし、本業務全体の作業計画表を作成すること。  

なお、業務の実施にあたっては、定期的なミーティングにより、業務の進捗や課題、情報

等の共有を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７)成果物の提出 

① 提出する成果品 

・業務実績報告書 

   ・プロモーション等で使用した写真やイラスト等 

② 提出方法 

・業務実績報告書：Ａ４カラー３部及び電子データ（Word形式または Excel形式） 

・プロモーション等で使用した写真やイラスト等：画像データ 

③ 提出期限 

委託期間終了まで 

(８)成果物の著作権及び所有権 

(７)の成果物に関する著作権（著作権法(昭和 45年法律第 48号)第 21条から第 28条までに

定める全ての権利を含む。）及び所有権は、協会に帰属するものとする。 

 

５ 業務の適正な実施に関する事項 

(１) 受託者は、原則として、この契約の履行について、業務の全部又は一部（主たる部分に限

る。）を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

(２) 受託者は、業務の一部（主たる部分を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとす

るとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託の相手方の住所、名称、再委託を行

う業務の範囲、契約金額、再委託の必要性、その他契約担当者が必要とする事項を記載した書

面を提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とす

る。 

(３) 契約担当者の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、受託者は、当該第三者（以

下「再委託先」という。）に対し、この契約により受託者が負担する義務と同等の義務を課す

とともに、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとする。 
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６ その他 

(１) 受託者は、当協会から作業状況の報告を求められた場合は、速やかに対応すること。 

(２) 本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項及び不明

な点が生じたときは、その都度速やかに当協会及び連携先と協議を行い、了解を得た上で、誠

実に業務を遂行すること。 

(３) 受託者は、本業務の実施にあたり、トラブルが生じた場合、受託者の責任において処理する

こと。 

(４) 業務の実施にあたり、著作権、肖像権等に関して権利者の許諾が必要な場合は受託者におい

て必要な権利処理を行うものとし、これに必要な一切の費用は委託料に含むものとする。 

(５) 本業務の実施にあたっては、本業務に係る収支状況を明らかにした帳簿書類等を整備し、本

業務の完了日の属する当協会の会計年度の翌年度から５年間保存すること。 

(６) 本業務の実施により取得した個人情報は、厳重に管理すること。 

(７) 天災その他経済情勢の激変により、本事業の一部、または全部が中止となった場合、別途、

変更契約を締結することで、当協会が適切と認める範囲内において準備に要した費用等の委託

料を支払うものとする。（ただし、契約限度額以内とする。） 


